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概 要

近年，知的財産権の保護は各国で重要な政策である.他方，今日では一員十の生産に相当

数の技術利用を要する f技術の補完性Jが存在する場合が多い.本稿では，同質財市場で

競争する 2企業が，互いに完全補完的な 2技術の特許権を一つずつ保有するとき，互い

の特許侵害によるスピルオーバーと，侵害に対する提訴，訴訟費用，損害賠償などの知的

財産権の行使を表すパラメ}タを明示的にモデルに組み込み， 2企業開に結ぼれる可能性

のあるライセンス契約の態様，またライセンス契約の結果達成される市場均衡での経済車

生が，知的財産権の行使から受ける影響を簡単なモデルで分析した.その結果，知的財産

権行使を記述するパラメータに関するある条件下では，クロスライセンス契約が結ばれ，

かっ経済摩生上独占より望ましい複占均衡が生ずるが，原告の勝訴確率が 2分の 1より

高く，かつ相対的に原告の訴訟費用のほうが被告の訴訟費用より高いとき，片務的なライ

センス契約が両企業により結ぼれて経済厚生上複占より劣る独占均衡が成立することを示

した.
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L はじめに

特許制度は，イノベーションを支える技術知識の公共財的な性格によって生じる事後的

な効率性と事前的な効率性のトレードオフの問題を，技術知識の発明者に知識の独占的

利用権を付与することを通じて解消させようとする制度である.一定期間の間，発明者に

独占的利用権を付与することを通じて，発明者が技術知識から生じる利益を専有するこ

とができ，これが事前的な発明活動へのインセンテイブを高める一方で，技術知識の公開

を行い独占的利用権を一定期間に限定することによって事後的効率性の低下の抑制を図

ることができるからである.言うまでもなく，こうした制度に実効性が伴うためには，特

許権者が実際に権利行使を行うことができることが必要で、ある.このため，特許制度にお

いては特許権者の権利に対して侵害が生じるときには，これを救済する様々な制度的枠

組みが設けられている.特許権の付与に対する審判請求制度・特許侵害時の損害賠償制度

Oiability rule)や差し止め請求権(injunction) といった苛法的な救済手段がそれで、ある.

1980年代以降，先進諸国で進行してきたプロパテント政策(特許保護強化故策)は，多

くの論者が観察するように，特許権の権利保護の水準を高める効果を持ついくつかの政策

変化が混在したものであった1) そうした政策のうち，司法的な救済手段に関する実効性

の変化は極めて重要な役割を果たしてきた.たとえば， 1982年の米国における連邦巡回

区控訴裁判所 (CAFC:Court of Appeals for the Federal Circuit) の設霞は，特許権の権

利行使に関して司法的な救済手段が果たす役割の大きさを我々に再認識させることにな

った.この裁判所の設置以降，特許侵害訴訟における苛法判断は特許権者に有利となり，

侵害時の損害賠償額も高騰化したからである.実際， Ja長 (2000)によれば，CAFC設置

前には地裁レベルで有効な特許権と されたものの 62%が控訴裁で有効とされたが，

CAFC設置後はこの比率が90%にのぼるようになったと言う.逆に，地裁レベルで無効

となった特許権が控訴裁で有効とされた比率は，CAFC設置前の 12%から設置後の 28%

に増加したのである.特許権者に有利な司法判断は，侵害時の損害賠償額の高額化をもも

たらした.たとえば，ポラロイドとコダックによるインスタントカメラをめぐる特許侵害

訴訟では，コダックが支払った賠償額は 9億 2500万ドルにのぼったとされ，これによっ

てコダックがインスタントカメラ市場からの撤退を余儀なくされたことはよく知られてい

る.

1) アメリカのプロパテント政策については， Jaffe(2000)， Kortum & Lerner (1998)， Gallini (2002)が

有益で、ある.
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経済理論の側面においても，こうした司法的な救済手段に生じた政策変化の役割の重要

性を踏まえて，プロパテント政策の効果を検証しようとする多くの研究が生じることにな

った.例えば， Aoki & Hu(1999)は，司法的救済手段としての特許侵害訴訟時の損害賠

償ルールの相違が，企業開のライセンシングや研究開発インセンティブにどのような効果

を与えるかを理論的に分析してきたし，畠中 (2003)は，司法的救済手段と特許保護範囲

の拡大というプロパテント政策を構成する別種の政策との関連を理論的に追求したのであ

る.さらに， Schankerman & Scotchmer(2001)も，累積的技術革新下において“research

tools"に対する特許権の行使が，損害賠償ルールや差し止め請求権といった救済手段か

らどのような影響を受けるかを分析したのである2)

一方で，とりわけ目分野に象徴されるように，現代のイノベーションはますます多様

で複雑な技術に基づいて行われており，個々の製品を生産するのに必要とされる特許権

の数は数百ないしは数千にのぼると言われている.このような状況の下では，製品を構成

する技術を一つの企業が全て開発するのは一般に不可能であるから，製品を構成する個々

の技術知識の特許権者が多様な企業に分散することになる.そこでは，互いに補完的な特

許権を持つ複数の企業が，新製品の開発を行おうとする複雑な状況が生じることになる.

Heller & Eisenberg (1998)やBuchanan& Yoon (2000)が明らかにしたように， こうした

環境の下では特許権を保有する企業が互いにライバル企業を過剰に排除しようとする外部

性が発生し， r Anticommonsの悲劇Jと呼ばれる帰結が起こりうるのである.企業問で

締結される(クロス)ライセンスの実行は，こうした環境の下ではこの種の悲劇を解消す

る役割を持っているのである.

しかし，この種の多様で複雑な技術においては，研究開発活動を通じて企業が獲得した

特許権の外延はしばしば不確実であり，究極的に特許権の外延を決定するのは裁判所に

よる可法判断である3) 加えて，この種のイノベーションを遂行する企業は，しばしば補

完的な技術開発を同時に行い，複数の補完的な技術の各々についてライバル企業と競合

しながら研究開発活動を行っている.IT分野における企業のイノベーション行動を論じ

たGrindley& Teece (1997)， Hall & Ziedonis (2001)， Shapiro (2001)が実証的な側面か

ら明らかにしたように，こうした状況下では研究開発やライセンスを行おうとする企業は

「特許の薮 (patentthicket) Jの中にあり，同じ(補完的な)技術分野で研究開発を行う

ライバル企業の特許権の行使行動を織り込みながら，研究開発やライセンス行動を行うこ

とになる.Hall & Ziedonisが強調したように，企業は「特許の薮」をくぐり抜けるため

2) Meurer(1989)， Crampes & Langinier (2002)もまた，知的財産権の権利行使の態様と技術開発やライ

センスについて分析した文献として有益である

3) この点については， Aoki & Hu(1999)も参賭せよ.
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に，特許侵害訴訟を回避しながらライセンス交渉時の自社の交渉力を増大させようとする

意思決定を行おうとするのである.

すると， IT分野でみられるような補完的な技術革新が生じる状況において，企業の特

許権の行使行動がライセンス交渉のあり方にどのような影響を与えるか，プロパテント政

策が企業の特許権の行使行動やライセンスのあり方や社会の厚生水準にどのような効果

を持つかを理論的に分析することは極めて重要な課題となる.そこで，本稿では，異なる

2つの企業が補完的な 2つの技術の特許権を 1つずつ保有している状況を考察し，これら

の企業関のライセンス契約がどのように結ぼれる可能性があるのか，またそうしたライセ

ンス契約の結果達成される市場均衡での経済厚生が，特許権侵害時に起こりうる損害賠償

を通じた司法的救済手段からどのような影響を受けるかを簡単なモデル分析で吟味する.

続く第 2節でモデルを与え，第 3節ではライセンス契約が決裂したときの部分ゲームで

の均衡を導出する.第 4節では，第 3節で、導出された部分ゲームにライセンス契約交渉

のステージを加え，全体ゲームの均衡を導出する.第 5節では， 4節で求めた全体ゲーム

での均衡において達成される経済厚生と，損害賠償を通じた司法的救済手段の強さ(特許

権の強さ)の程度を表すパラメータや模倣費用が変化したとき，均衡にいかなる影響を及

ぼすかを考える.最後に簡単な結語で稿を結ぶ.

Z モテ、ル

そこで今，企業広Uが完全に補完的な 2つの技術 Aうβ の特許権を 1つずつ保有する状

況を考える.これらの企業は，ライセンス契約に関する交渉に入るのであるが，上で触れ

たように各々の特許権の外延は不確実であり，この外延の画定は究極的には裁判所によ

る司法判新に依存するであろう.こうした状況下では，企業は裁判所による司法判断を織

り込みながら，ライセンス交渉に臨むことになる.他方，企業は 2つの補完的な技術体

系を(自社の研究開発活動等を通じて)熟知しているから，ライセンス交渉が決裂しでも自

社が特許権を保有しない技術知識を知ることができるであろう.この点を記述するため

に，ここではライセンス交渉が決裂したときに，各企業がライバル企業の特許権を侵害し

て生産する((I)Infringe)か，生産を断念する((日)Exit)かの意思決定を行うことができ，

一方で特許権を侵害された企業は損害賠償訴訟を起こす ((LT)Litigate)か，訴訟をおこ

さない ((NL)Not Litigate)かの選択が可能であるような逐次ゲームを考えることにしょ

っ.
ここでは，企業が他企業の特許を侵害して財を生産するためには h(>0)の模倣費用が
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必要であり，特許侵害訴訟に際して原告企業，被告企業にはそれぞれL(>0)ぅl(>0)の訴

訟費用がかかるものとする.また，原告が勝訴した場合には，ライバル企業は特許侵害が

認められる市場から撤退しなければならないと仮定する.

上で述べた逐次ゲームのタイミングは図 1のようなゲームの樹で表現することができ

る4)

第 1ステージ ライセンス契約に関する交渉ゲーム

第 2ステージ 特許侵害して生産するか，市場から撤退するかの決定ゲーム

第3ステージ 侵害された企業が訴訟を起こすか否かの決定を行うステージ

第 2ステージ終了時点で一方の企業が市場から撤退し，ライバル企業が撤退した企業

が保有する特許を侵害して生産すれば，市場は独占状態、となるから権利の侵害を行った

企業は独占利潤 πmを得ることになる.また，両企業が技術 AうBをクロスライセンスす

るか，互いに特許権を侵害し合って生産を行う場合には，市場は複占的となり両企業は共

に複占利潤叩を得ることになる.ところが，第 3ステージで，被侵害企業は裁判所に特

許侵害訴訟を提訴することができるであろう.裁判所による司法判断は事前には確定でき

ないから，ここでは確率。で特許侵害が認められ，侵害を行う企業(被告)は被侵害企業

(原告)に損害賠償を支払わなければならないと考える.損害賠償のルールは不当利得の

返還として規定され，第 2ステージ後の市場が複占ならば複占利潤向，独占ならば独占

利潤 πmを損害賠償額として原告企業に支払うものと仮定する5) また，複占，d'!虫占で達

成される経済厚生は生産者余剰と消費者余剰の和である総余剰で表現され，それぞれぬう

Smで表し，

πm > 21rdぅ Smく Sd (1) 

が成立しているものと仮定する6)

4) 第 2ステージの特許侵害，退出の決定と第 3ステージの特許侵害された企業が，侵害企業を提訴するか

否かのゲームは，同時手番ゲームでも定式化が可能であるが，そのケースでは混合戦略も存在することが示

せる.しかし，その場合も，国 1で想定した逐次手番ゲームでの純粋戦略均衡も均衡の 1つとして含まれ

るので，ここでは簡単化のために，図工のように，第 2ぅ3ステージでのゲームは逐次手番ゲームとして定

式化する.

5) Schankerman & Scotchmer (2001)や Aoki& Hu (1999)が指摘するように，損害賠償ルールは現実に

は多様である.ここでは，被侵害企業にとってもっとも厳しい賠鏡ルールが想定されていることに注意する

ことが必要である.

6) 通常の線形需要，費用関数のクールノーゲームなどではこの仮定は成立する.
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図 1 ゲームの樹
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3欄第 2ステージ以後の部分ゲーム均衡の導出

国 1のゲームの樹において，ライセンス交渉が決裂してからの一一すなわち NodeXl 

から始まる一一部分ゲーム完全均衡を求めるために，パックワードにゲームを解く.ここ

で，企業 X，y)がNodej(=1ぅ2ぅ3，4)で選択する行動を s;で表し，まず第 3ステージ

の訴訟に関する意思決定を考える.第 1節で述べたように，近年，先進国ではプロパテ

ント政策が強化される傾向にあることを踏まえ，本稿の分析を通して特許侵害訴訟で原告

が勝訴する確率。は

1
i

一つム
〉ハH

V
(2) 

を満たすものと仮定する7)

[Nodes X2， Y3 (独占市場)での決定]

7) 仮定 (1)および (2)が成り立つときは，e > ~ >π去が成立することが容易に確かめられる.この仮定

の下では，以下の分析，特に鴎 2，3の部分ゲームのパラメータの領域での各企業の最適戦略の決定の分類

は，実現可能性のある最も多くの分類領域が生まれる.
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図 2 Node Yl ， Y2 以後 e>~> 向/πm
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(3) 

図 2でl-L平面上に描かれているの水平線L=伽 m より下側の領域では，企業ιν は

特許を侵害されれば提訴 (LT)を選ぴ，水平線の上側の領域では提訴しない (NL)を選

ぶ.これらの意思決定は容易に解釈できる.Nodes X2ぅY3以後の部分ゲームでは市場が独

占となる帰結を生むので， (3)式は単に原告が提訴して得られる期待賠償額が訴訟費用

を上回るか下回るかで，提訴するか否かの決定が分かれることになるのである.

[Nodes X3ぅX4ぅY4 (複占市場)での決定]

。町三 Lならば，S~ = LT(s~ = LT， s~ = LT) 

。引く Lならば，s~ = N L( s~ = N Lぅ s~ = NL) 

(4) 

市場が独占となる Nodesぬ ，Y3での決定と同様に，国 2で l-L平面上に描かれている

最も下の水平線L=D向より下備の領域では，企業爪Uは特許の侵害時に提訴 (LT)を

選び，上側の領域では提訴しない (NL) を選ぶ.すなわち， Nodes X3， X4， Y4以後の部分

ゲームにおいて市場が複占となる場合にも，原告が提訴して得られる期待賠償額が訴訟費

用を上回るか下回るかで，提訴に関する意思決定が分かれるのである.

両企業は，第 3ステージにおけるゲームでの各均衡戦略を所与として，第 2ステージ
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では特許侵害して生産する((I) :Infringe)か，生産を断念する ((E):Exit)かを選択する

であろう.これらの決定は，第 3ステージの決定を分けた 2つの水平線，L=8πmおよ

びL=8向で区分される 3つの領域，

。πd>Lう87rd ::; L ::; 8πmぅOπmく L (5) 

に応じて考察される必要がある.次に，この作業を行うことにしよう.

(a) 87rd > Lのとき

このときには，原告の訴訟費用 Lがあまりにも低く O介m > 8ね >Lとなるので，特許

には各企業は第 3ステージで必ず提訴するという意思決定を行うことになる.し

たがって，企業 Uはこの第 3ステージでの意思決定を考慮に入れて自社の第 2ステージ

での決定を行う.そこでまず， Node Ylにおける企業 Uの意思決定をみよう.

[Node Ylでの決定j

πm -l-hどOπm件 (1-8)汁m-h三lならば，si = 1 領域 A (6) 

πm -l-hく Oπm仲 (1-8)πm-hく lならば，siニ E 領域 D

図2で l-L平面上に描かれている最も下の水平線L 87日より下側かつ右側(第 1象限

内)の垂直線 l= (1 -8)πm-hの左側の領域 Aでは，企業 Uは企業 zの特許を侵害して

財を生産する ((1):Infri時 e) ことになる.他方，領域 D では，この企業は生産を断念する

((E): Exit)意思決定を選択する. Node Ylでは，それ以前の段階で企業 zが生産を断念

している ((E):Exit)から， Nodes Yl以後の部分ゲームの結果到達する均衡では市場が

独占となる.この場合，企業 U社が企業 Zの特許を侵害して生産すれば，企業 zは必ず

提訴することになる. (6) 式は単に，提訴の結果，企業 Uが勝訴した場合の(模倣費用

と被告としての訴訟費用控除後の)利益が，敗訴した場合に支払う期待損害賠償額を上回

るか下回るかで，特許侵害して生産する(1)か，生産を断念して市場から撤退する (E)か

の決定が決められること

[Node Y2での決定]

しているのである.

。πm L 三ね -l-h-L 仲町一伽m- h ど l ならば s~ = 1第 2象限 (7) 

0πm L>町一 l-h -L件向 -8πm-h く J ならば s~ = E領域A，D

国2で l-L平面上に描かれている最も下の水平線 L 8何より下側で第 4象限内の垂直

線 l=向 -8πm-hの左側の領域では，企業 Uは特許侵害して生産する ((1):Infringe)意

思決定を行い，水平線L=8向より下側で垂直線l工 作d-8介m-hの右側の領域AうD

では，企業 yは生産を断念する ((E):Exit) ことになる.これらの決定も上と同様に解
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釈できる.Node ぬでは，それ以前の段階で，企業 Z は企業 Uの特許を侵害して生産を

行っている(1)から， Nodes Y2以後の部分ゲームの結果到達する均衡では生産物市場は

複占となる.加えて， Node Y2以降のゲームでは各企業は必ず提訴を行う意思決定をする

から， (7)式は，企業 Uが市場から退出し企業 Z を提訴し獲得可能な(原告としての訴訟

費用控除後の)損害賠償による期待純利得と，特許を侵害し訴訟合戦を行ったときに得ら

れる(模倣費用と被告としての訴訟費用控除後の)純利益8)との大小関係に応じて，企業 Uが

特許侵害を行う(1)か，産を断念して市場から撤退する (E)かの選択を決定することを示

しているのである.

(b) ()町三 L~()πm のとき

Lがこの領域内の大きさであるときには，先に見たように，企業 Zがすでに市場から

撤退していれば，Y社が特許侵害して生産した場合市場は独占となり，必ず提訴する意思

決定を行うことになる.他方，企業 Zがすでに企業 Uの特許を侵害する意思決定を行っ

ていれば，各企業は決して提訴しない戦略を採ることになる.したがって，それぞれに対

応する NodeYl，めでの決定は次のようになる.

[Node Ylでの決定]

介m -l-h三O介m 件 (1-())介m-h三lならばsiニ I領域 C とB (8) 

πm -l-hく 0πm仲 (1-())介m-hく lならばsi= E領域 D とF

前項と向様に考察すれば，図 2でl-L平面上の水平線 L=()向と L=()πmに囲まれ，

垂直線l=(l-())介m -hの左側の領域 CぅBでは，企業 Uは企業 Zの特許を侵害して生産

する ((1) : Infringe) ことになる.他方，図 2中の領域DぅFでは，企業 Uは生産を断念す

る ((E):Exit) ことになる.これらの決定の解釈弘前項と同様である.

[Node Y2での決定]

。πm-L<πd-h件。πm一向 +h三Lならば，s~ = 1 領域 CとD (9) 

0πm-L>同 -h件。πm-1Td十h>Lならば，s~ = 1 領域 B とF

図2でl-L平面上の水平線 L=伽 mと水平線 L=()πm一何十hで囲まれた領域 CとD

では，企業 Uは企業 Zの特許を侵害して生産する((1) : Infringe )という意思決定を行う.

一方，図中の領域 B とFでは，生産を断念する ((E):Exit) ことになる.Node ぬでは，

8) この場合，再企業はお互いの特許侵害を訴えあって，確率 Oで特許侵害がともに裁判所で認められるこ

とになる.このとき，期待賠償額。作d は互いに相殺されるから，事後的な純期待利得は πd-l-h-Lと

なる.
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その前の NodeXlで企業 Zが特許侵害して生産する(1)ことを選択しているから， (9) 

式は，企業 Uが企業 Zの特許侵害に対して市場から退出した上で提訴することによって

獲得できる(原告としての訴訟費用控除後の)損害賠償による期待純利得が，企業 zの特許

を侵害し訴訟合戦の後享受できる(模倣費用と被告としての訴訟費用控除後の)純利益を下回

るか上回るかで，特許侵害して生産する (1)か，生産を新念して市場から撤退する (E)か

の決定を行うことを示している.

(c) Dπmく Lのとき

このときは，原告の訴訟費用 Lがあまりにも高すぎて O向く Oπmく Lとなるので，

第 3ステージでの各企業の意思決定は「提訴しないJとなる.したがって，Y社は Node

Yl，めで必ず特許侵害して生産する(( 1) : Infringe) ことになる.

上記 (a)，(b)， (c)の 7つのパラメータ領域における NodeYl，めでの企業 Uの行動

を所与として，企業 zはNodeXlでの決定を行うであろう.上の議論より，図 1のゲー

ムの樹において， 7つの領域での NodeYlうめ以後の部分ゲームの均衡経路が求められる.

今， Node Xlで企業 Zが選ぶ行動を 81で表せば， Node Xlから始まる部分ゲームの均衡

を，各々の領域ごとに以下のように表現できることになる.但し，右辺の中括弧内の左側

は企業 Zの NodeXlぅぬう X3うねにおける行動を，右側は企業 yの NodeYb Y2， Y3ぅ仰にお

ける行動を示している.

8 A (81) = {( 81うLTうLTうLT)ぅ(1うEうLT，LT)}う

8B(81) {(81， LT， NLうNL)ぅ(IうE，LT，NL)}う

8C(81)口 {(81，LT， NLうNL)ぅ(1ヲIヲLT，NL)}う

8D(81)口 {(81ぅLT，NL， NL)， (E， 1うLTうNL)}う

8p(81) = {(81うLTうNLうNL)ぅ(EうE，LTうNL)}ぅ

8C (81) = {( 81うLTうLT，LT)，(EうE，LT，LT)}，

8 H (81) = {( 81ぅNL，NL，NL)ぅ(1ぅ1，NLぅNL)}

次に，企業 Zの NodeXlでの最適な決定を求めるために，それぞれの領域で企業 Zが

81 = 1，81 = Eを選んだときの均衡利潤を比較すると，

領域 A : (2D 1)介m 十 h十 l三Lならば81*= 1かっ

7ら(8:4(1))= (1 -D)作m -l-h，円 (8:4(1))= DTim - Lう

(2D-1)介m 十 h+l> Lならば 81*= Eかつ

む (8:4(E))=Dπm-Lぅ円(8:4(E))= (1 D)πm l-h， 

ただし，(2D -1)πm+h>Dπdならば常に 81*= Eとなる.

領域 B : (2D -1)πm十 h十 l三Lならば81*二二 Iかっ
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図 3 ぬからの部分ゲーム Nash 均衡()>~>号

L 
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l=7rd-(1πm-h 

九(S'8(I))= (1 -8)πm -l-h，円 (S'8(I))= 8介m-Lぅ(28 1)πm+h+l>Lならば

sf*ェ Eかつ九(s'8(E))= 8介m-Lぅ乃(Sち(E))= (1 -8)πm -l-h， 

ただし， (28 -1)介m十 h>8汁mπdート hならば常に sf*二二 E となる.

領域C Sf*ニ Iかつ九(S'O(1))ニ向 -hぅ円(S'O(1))=川 -hとなる.

領域 D sf* = 1かつ九(S'O(1))=川 h，7ry(s'O(I)) =町一 hとなる.

領域 F sf* = Eかつ町(sp(E))= 0ぅ7ry(sp(E))= 0となる.

領域 G sf* = Eかつ 7rx(se(E))= 0ぅ7ry(se(E))= 0となる.

領域 H sf* = 1かつ7rX(S't(I))= 向 -h，巧 (S't(1))立川 -hとなる.

これらをまとめると，図 3のように領域での決定が分類整理でき，各パラメータ領域

での NodeX1から始まる部分ゲームの均衡に関する次の補題を得る.

補題 1 8>!であるとすると，各パラメータ領域での NodeX1から始まる部分ゲームの

均衡は以下で与えられる.

(28 -1)πm+h+l三LならばsA(sf*)ニ {(1，LT，LTぅLT)ぅ(1ぅEうLT，LT)}う

(28 -1)πm+h+l>LならばSA(sf*)ニ {(EうLTぅLTぅLT)，(1うEうLTうLT)}

ただし，(2e-1)πm十h>8ねならば常に SA(sf*)= {(E，LT，LTぅLT)ぅ(1ぅE，LTぅLT)}.

(28 -1)πm+h+l~L ならば S'8 (sf*) {(1ぅLT，LT，LT)，(1，EぅLT，LT)}ぅ

(28 -1)作m 十 h十 l> Lならばsち(sf*)= {(EぅLT，LTぅLT)ぅ(1ぅEうLT，LT)}
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ただし， (28-1)πm+h>8介m一向十 hならば

常に S:8(81*)= {(EぅLTぅLTぅLT)，(1ぅEぅLTぅLT)}.

SC(81*) = {(IうLT，NLうNL)ぅ(1ぅIぅLTぅNL)}，

S D ( 81*) = {( 1ぅLTぅNL，NL)，(E，1ぅLTぅNL)}う

S F ( 81*) = {( EぅLTぅNLうNL)，(EうEうLTうNL)}う

SC(81*)ニ {(EうLTうLTうLT)，(EうEうLTうLT)}う

SH(81*) = {(1，NLうNムNL)ぅ(1うIうNLうNL)}.

4町全体ゲームの均衡

この節では，前節で求めた第 2ステージ以後の部分ゲームでの均衡を前提として，第 1

ステージのライセンス契約ゲームの均衡を求め，全体ゲームの部分ゲーム完全均衡を求め

る.補題 1から理解できるように，各パラメータ領域での NodeXlから始まる部分ゲー

ムの均衡が異なるので，第 1ステージのライセンス契約ゲームもまた， γつの領域それぞ

れに対して検討する必要がある.

領域 Aでは，補題 1より (28 1)πm十 h-トl~ Lならば81* 1であり，企業 Uか

ら企業 Zへの片務的な(unilateral)ライセンス契約が締結される可能性がある.このと

き，各企業の利潤は九(S:4(I))= (1 -8)介m-l-hぅ円(S:4(I))= 8πm Lとなるから，

今固定ライセンス科を F~ とすると，ライセンス後の企業民 U の事後的利潤はそれぞれ

πm-F~ ， F~ となることに注意すれば9) Nash 交渉関数は II~ = {πm -F~ -( (1-8)πm 

l h} ぅ {F~ (8πm -L)}で定義されることになる.それ故， Nash交渉解では，F~ は

θIIA 
Az-Fi+(0πm -L)十 πm-F~ -(( 1 -8)汀m-l-h) 

= -2F~ + (28 -1)π間十九十 l-L 0 

を満たすように決まり，

可=町立~{仰 1川 +h+l-L}

を得る.一方， (28-1)πm十h十l> Lまたは， (28 1)πm十h>8πdのときには， 81* = E 

となるから，各企業の利潤は九(s:4(E))=8πm-L，η(8:4(E))= (1 8)πm -l-hとな

9) 補完的 2技術の固定ライセンス料によるライセンスを考えるので，ライセンス後の市場が独占市場にな

る.このことが，独占禁止法や反トラスト法に抵触するかどうかについては議論があるが，ここでは，抵触

しないものと仮定する.
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る.企業 Zから企業 Uへの片務的なライセンス契約が締結されるとき，国定ライセンス

料を Fえとすると，ライセンス後の企業民Uの事後的な利潤がそれぞれ FA'介rn-Fえと

なる.従って，Nash交渉関数は IIA= {Fl -(8πm -L)}{πm -Fl -((1 -8)πr n -l-h} 

と定義される.Nash交渉解では，FAは

βIIA 
nDX 二作m - F A一 ((1-8)日 -l-h)一月十 (8日 -L) 
aFA 

= -2FA 十 (28-1)πm+h十 l-L = 0 

を満たすように決まるので，先ほどと同様に Fえが得られる.

巧 : 巧 z j主ドド{れ仰(ρ28トい一-1)片川7
次に領域Bについて考える. (ρ28一 1)介m+h十 l三Lならば S巧1*= 1であるから，こ

のケースでは企業 Uから企業 Zへの片務的なライセンス契約が生じる可能性があるから，

πX(SE(1)) = (1 -8)介m -l-hぅ円 (SÊ(1)) ェ 0πm- L となる.固定ライセンス料を F~ と

すると，ライセンス後の企業肌 U の事後的利潤はそれぞれ πm- Fι F~ となる. Nash交

渉関数は耳Lz{πm-F~ -(( 1 -8)介m-l -h} {F~ -(8作m-L)}で定義され， Nash交

渉解では，F~ は，

aII包
一一与 =-F~ + (8川 - L)十日一月一 ((1-8)7rm l h) 
aFiJ -15 

= -2F~ + (28 -1)πm+h+l-L=O 

を満たすように決まる.したがって

弓=花 :j{(20-同 +h+l-L}

を得る.一方， (28 -1)πm十 h+l> Lまたは， (28 -1)πm十 h>8πmπd十 hならば

31* = Eかつ九(sE(E))= 8πm-Lぅ7ry(Sち(E))=(1-8)πm-l-hとなる.このときに

は，企業 Zから企業 Uへの片務的なライセンス契約が起こり得るので，国定ライセンス

料を FBとすると，ライセンス後の金業肌Uの事後的利潤はそれぞれ FBぅ作m -FBとな

る.Nash交渉関数は IIB= {FB -(8πm -L)}{πm -FB -((1 -8)介m-l-h)}で定義さ

れる. Nash交渉解では，FBは

aII乏
ーす=町一 FB-((1 -8)町 一 l-h) -FB + (87r m - L) 
aFB 

出 -2FB+ (28 -1)πm十 h十 l-L = 0 

を満たすように決まるので，上と同様に FEは次式のようになる.
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時立花1jれ28-1同+山-L}

領域 C，D，Hでは，向 h>Oを仮定すると常に sf* 1となるから，九(Se(I))

η(Se(1)) = 1Tx(s:O(I)) 円 (S:o(1))口町 hとなることがわかる.すると，企業 Zと

企業 yは互いに自社の特許権をクロスライセンスすることになる.固定ライセンス料を

Fc=Fc-Fdとすると，ライセンス後の企業 x，yの事後的な利潤はそれぞれ何十 FC，

町一 Fcと表現できることになる. Nash交渉関数は IIc= {向十 Fc-(向 -h)}{町一

Fc -(1Td h)}で定義され， Nash交渉解では，Fcは

βH円

一ーとニ町一 Fc-(ね -h)一向 -Fc+(向 -h) 
θFc 

二二一2Fc= 0 

を満たすように決まるので，

ハU一一見一一月一一時

を得る.

また，領域 F，Gでは sf*= Eとなり，九(sp(E))=η(sp(E))口九(se(E))= 1Ty(se 

(E)) 0となる.このときにも，企業♂と企業 yは互いに自社の特許権をクロスライセ

ンスしあうことになる.国定ライセンス料を FG= Fc Fdとすると，ライセンス後の

企業広Uの事後的利潤はそれぞれ何十 F仏日 -FGで表せる.Nash交渉関数は IIG= 

(ね十 FG-O)(1Td - FG -0)で定義され， Nash交渉解では，FGは

θ耳打
一一二二 =1Td-FG 0-1Td-FG+0 
δFG 

= -2FG = 0 

を満たすように決まるので，上と同様に，

Fる=F;=0 

を得る.

これまでの議論から， 7つの領域j(=A，B，CぅDうF，GぅH)ではすべてライセンス契約

が締結されることがわかる.今，その際の均衡固定ライセンス料を Fj*，j AぅBぅCぅDぅR

GぅHで表わすものとしよう.すると，全体ゲームの領域j(=AぅBぅCぅDぅF，GぅH)での均

衡を

s;z {F;?s;(sTz)}J1AぅB，CぅDぅF，G，Hで定義すれば，上記の議論を次の命題のよ

うにまとめること治宝できる.
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命題 2 e > ~であるとする.すると全体ゲームには，それぞれ 7 つのレジームに以下

のような部分ゲーム完全均衡が存在する .(2e-1)πm十h+l:::;Lならば SA= {FA， {(1， LTぅ

LTぅLT)，(IぅE，LTぅLT)}}= {~{(2e-1)πm十h十l-L} ， {(1， LT， LT， LT)ぅ(1ぅE，LT，LT)}}ぅ

ただし FizF1で，F~ は企業 y から企業 z への片務的なライセンス料を表す.

(2e -1)πm+h+l>LならばSA= {FA， {(EぅLTぅLT，LT)ぅ(IぅE，LT，LT)}}，ただし

FA =FAで，

FAは企業 Zから企業 Uへの片務的なライセンス料を表す.また，(2e 1)πm十h>e引

ならば常にゲA= {FA， {(E， LT， LT， LT)ぅ(IぅEぅLTぅLT)}}かつ FA= FA. 

(2e -1)πm+ h十 l 三 L ならば sち ={~五ぅ {(1 ， LTぅLTぅLT)ぅ(1ぅE，LTぅLT)}}= {~{(2e-

1)πm+h十 l-L}，{(1ぅLTぅLTぅLT)，(1， E， LTぅLT)}}，ただし FE=F~ で，

FZは企業 Uから企業 Zへの片務的なライセンス料を表す. (2e -1) 1T m + h + l > Lなら

ば玲={~ふ {(E ぅ LTぅ LTぅ LT) ぅ (I， E ぅ LTぅ LT)}}，ただし FE FBで，FBは企業 Zか

ら企業 Uへの片務的なライセンス料を表す.

また，(2e -1)πm+h>e介mπd十 hならば

常に sちェ {Fふ{(EぅLTぅLT，LT)ぅ(IぅEぅLTぅLT)}}ぅただし FE= FB. 

Se = {Oぅ{(I，LTぅNLうNL)，(I，1ぅLTうNL)}}う

Sv = {Oぅ{(1うLT，NLうNL)，(E，1ぅLTうNL)}}う

Sp = {O， {(E，LT，NL，NL)， (E，E，LTぅNL))}，

Se = {Oぅ{(E，LT，LTうLT)，(E，E，LTぅLT)}}う

SI-I = {Oぅ{(1，NL， NL， NL)ぅ(1，1ぅNLぅNL))}.

上の命題での主張は，以下のように解釈できる.すなわち，知的財産権の強さが比較的

強い場合には (e>~) ， 岳社の退出時にライバル企業の特許侵害を提訴するときの訴訟費

用 Lが比較的大きく，相手企業の退出時に特許を侵害して提訴されたときに負担する訴

訟費用 lが相対的に小さい領域 A，Bにおいては，片務的なライセンス契約が成立してラ

イ七ンシーのみが財を生産・供給する独占的な市場均衡を得る.一方，その他の領域で

は，両企業が互いに技術をクロスライセンスする状況が成立し，雨企業がともに財を生

-供給する複占市場均衡が生じるのである.

5嗣均衡での経済厚生およびブロパテント政策の効果

この節では，前節で求めた全体ゲームでの均衡において達成される経済厚生と，知的財

産権の強さの程度を表すパラメータである Oや模倣費用 hが変化したときに，均衡がど
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のような影響を受けるかを考える.均衡での経済厚生に関しては，前節の命題2と仮定

(Sm < Sd)から容易に次の命題が導ける.

命題 3 命題 2で示された各領域で表されるレジームでの均禽で達成される経済厚生は次

のとおりである.

レジーム BぅAでは 3m で，その他のレジーム CぅF，G，H では 3dとなる.

したがって，レジーム BうAにおける経済厚生 3m は他のレジームで達成される経済厚

3dより小さい.

また，図 3と命題 2から，知的財産権の強さの程度を表すパラメータ Oや模倣費用 h

の変化が均衡に与える影響について，次の命題を得る.

命題 4 知的貯産権の強さの程度を表すパラメータ Oが増加すると，独占均衡となるレ

ジーム β，Aを規定する原告の訴訟費用 Lの上限は増加し，被告の訴訟費用 lの上限は減

少する.また，模倣費用 hが増加すると，独占均衡となるレジーム β を規定する原告の

訴訟費用 Lの上限は増加し，被告の訴訟費用 lの上限は減少する.

命題4での主張は，常識的である.知的財産権の強さの程度を表わすパラメータ Oは，

おける原告の勝訴確率であるから，これが増加することによって原告が訴

訟により得られるであろう期待損害賠償額は増加する.市場から退出する被侵害企業は，

より多くの訴訟費用をかけても提訴するので，提訴するか否かの決定を分ける国 3(図 2)

の3本の水平線Lニニ B7rm ぅL=B介m 何十 hぅL=B引はいずれも上にシフトする.他方，

原告の勝訴確率。の増加は，ライバルが市場から撤退する一方で，当該企業 yが特許侵

を行うときに，ライバルの提訴によって生じる(被告としての)訴訟費用の上限を小さ

くし垂直線 l= (1 -B)方m hは左にシフトする.また，模倣費用 hの増加は，ライバ

ル企業による当該企業の特許侵害時に，当該企業が特許侵害を行うか，相手を提訴する

か否かの決定に際して産面する(原告としての)訴訟費用の許容範囲を増加させるであろ

う.それ故，この上限を表す Lニ Oπm 何十九は上方にシフトする.また，このときに

は，ライバルが市場から撤退したとき，当該企業が特許侵害を行って貯を生産することに

よって得られる純利益は減少する.従って，提訴されることによって生じる訴訟費用の上

限も減少し，垂直線 l= (1 -B)πm-hは左にシフトするのである.
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6. むすび

本稿では， 2つの企業が補完的な 2技術の特許をそれぞれ 1つずつ保有しているとき，

これらの企業聞のライセンス契約がどのように締結され，その結果達成される市場均衡で

の経済厚生が，知的財産権の強さの程度や模倣費用の変化を通じてどのような影響を受け

るかを簡単なモデル分析で吟味した.

この目的のため，上のような環境下にある 2企業がライセンス契約の交渉を行う状況

を考察した.ライセンス交渉において，交渉が決裂した場合においても，各企業は特許情

報を閲覧することによって，ライバル企業が保有する技術を知ることができるであろう.

このとき，企業はライバル企業の特許権を侵害して生産するか，生産を断念するかを選択

することができる.一方で，特許権を侵害された企業は損害賠償訴訟を起こすか否かを決

定できるであろう.本稿では，こうした状況を記述する逐次ゲームを考え，その部分ゲー

ム完全均衡を導出した.知的財産権の強さの程度が比較的強い場合には，このゲームでの

均衡は被告および原告の訴訟費用平面を分ける 7つの領域によって特徴付けられる.そ

こでは，自分が市場から撤退したとき相手の特許侵害に対して提訴する場合の訴訟費用が

比較的多く，逆に市場から退出した相手企業の特許侵害によって提訴を受けたときの訴訟

費用が相対的に小さい領域では，片務的なライセンス契約が成立して，ライセンシー企業

のみが財を生産・供給する独占市場均衡が生じる.他方，これ以外の状況では，両企業が

互いに技術をクロスライセンスする契約が成立して，両企業がともに財を生産・供給する

複占市場均衡が成立することが示されたのである.

また，均衡において達成される経済厚生を検討し，加えて知的財産権の強さの程度や模

倣費用が変化したとき，各企業の意思決定を規定する原告・被告の訴訟費舟の範囲にどの

ような効果が生じるかを調べることによって，知的財産権の強さや模倣費用が各企業の

戦略に与える影響を考察した.その結果，知的財産権の強さの程度が増加すると，独占均

衡となるレジームを規定する原告の訴訟費用の上限は増加し，被告の訴訟費用の上限は減

少することを明らかにした.また，模倣費用が増加すると，独占均衡となるレジームの 1

つを規定する原告の訴訟費用の上限は増加し，被告の訴訟費用の上限は減少することも示

した.

しかし，本稿での分析は，知的財産権の強さの程度や模倣費用が，原告・被告の訴訟費

用の範囲への影響を通じて，補完的な 2技術の特許権をもっ異なる 2企業のライセンス
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契約や市場均衡での経済厚生にもたらす影響に焦点を絞るため，企業の技術開発競争に関

する分析はまったく行われていない.しかし，特許などの知的財産制度が，企業の技術開

発インセンテイブを高めるための制度であることを鑑みれば，知的財産権の強さの程度や

模倣費用が企業の知的財産権の行使可能性に対して与える影響を通じて，補完的な技術を

開発するための企業の投資インセンテイブに与える影響を吟味することは，意義深いもの

と思われる.そのためにも，本稿の分析モデルに，企業の技術開発競争を明示的に組み込

み，知的財産権の強さの程度が企業の投資インセンテイブに与える影響の分析へと研究を

発展させることは，われわれが今後取り組むべき重要な研究課題である.
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